
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  機械装置の耐用年数 

Ｑ：機械装置の耐用年数が変わったそうで

すが、償却資産税も変わるのですか？  

 

Ａ：償却資産税の申告も新しい耐用年数を

使うこととなります。 

【解説】 

税制改正により、機械装置の耐用年数は、

この４月１日以後に開始する事業年度から、

新しい耐用年数が適用されることとなってい

ます。 

したがって、平成21年３月31日決算法人か

らは、この適用を受けて減価償却費の計算を

することとなります。 

そしてまた、償却資産税(固定資産税)につ

いても「償却資産の耐用年数は、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令の別表に掲げる

耐用年数によるものとする」とされているこ

とから、同様に、改正後の耐用年数を使うこ

とになっています。 

ただ、固定資産税の計算は、１月１日を賦

課期日としていることから、たとえば、２月

決算のように４月までに事業年度が開始する

法人については、21年の決算においては、改

正前の耐用年数を使うことになりますが、償

却資産税の計算においては、改正後の耐用年

数を使うことになるので、注意しなければな

りません。 

なお、償却資産税の評価額の計算について

は、平成19年度の減価償却制度の改正の影響

を受けませんので、従来どおり、旧定率法の

償却率が適用されますので、併せて注意して

おいてください。 
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